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＜別紙１＞ 重要事項説明書 

介護老人保健施設長寿苑のご案内 

（令和６年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名      介護老人保健施設 長寿苑 

・開設年月日    昭和６４年１月４日 

・所在地      長崎県佐世保市日宇町２８３５番地 

・電話番号     0956‐32‐3800 FAX 番号 0956-32-6838 

・管理者名          施設長 南 祐三 

・介護保険指定番号 介護老人保健施設（4250280007 号） 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他

必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所

者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に

戻ることができるように支援すること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長

く継続できるよう、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）や短期入所生活介

護といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理

解いただいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設長寿苑の運営方針］ 

「社会医療法人財団白十字 介護老人保健施設においては、パワーリハビリテーション、

学習療法等の心身の専門的リハビリテーションや最新の介護技術を駆使し、市民の皆

様に信頼され、安心してご利用頂ける施設となるよう日々研鑽いたします。また、地

域包括ケアの中核としてその役割を果たします。」 

（３）施設の職員体制 

 
常 勤 非常勤 

従 業 員 者 数 

訪問リハ 入 所 総 数 

・医  師    1    1           1.2     1.2 

・看護職員     5   1.3        6.3      6.3 

・薬剤師   ※1           

・介護職員    24     0.7          24.7     24.7 

・支援相談員     1            1.0    1.0 

・理学療法士     6  4.5       1.5     6.0 

・作業療法士    3  1.0       2.0       3.0 

・言語聴覚士    2  1.0       1.0       2.0 

・管理栄養士    1    1        1.4       1.4 

・介護支援専門員    1               1.0       1.0  

・歯科衛生士     1        0.4       0.4 

・事務職員    5               4.5       4.5 

・その他     4     3             5.5       5.5 

   ※1 薬剤師については、同法人の燿光リハビリテーション病院の薬剤師と連携する。 

（４）入所定員等  ・定員 ７０名（うち認知症専門棟 ６０名） 

  ・療養室  個室 １４室、 ４人室 １４室 



6 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案 

② 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）と計画の立案 

③ 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食   ８時００分～ ８時３０分 

昼食 １２時００分～１２時３０分 

夕食 １７時３０分～１８時００分 

 

④ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。入所利用

者は、週に最低２回ご利用いただきます。ただし、利用者の身体の状態に応じて清拭と

なる場合があります。） 

⑤ 医学的管理・看護 

⑥ 介護（退所時の支援も行います） 

⑦ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

相談援助サービス 

⑧ 栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理 

⑨ 利用者が選定する特別な食事の提供 

⑩ 理美容サービス 

⑪ 基本時間外施設利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サー

ビス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適

用） 

⑫ 行政手続代行 

⑬ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただく

ものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

・名 称  社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

・住 所  佐世保市大和町１５番地 

・協力歯科医療機関 

・名 称  鳥越歯科医院 

・住 所  佐世保市大和町１５番地 

  

 ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意及び契約書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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４．施設利用に当たっての留意事項 

・施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただ

きます。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者

の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施

には食事内容の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・面会 

午後 5 時までとなっております。感染症が流行する時期は面会制限を設けることが 

あります。 

・外出・外泊 

当施設の主治医の許可が必要となります。外泊に関しては前日までにご連絡ください。 

・飲酒・喫煙 

施設内での飲酒・喫煙は固くお断りしております。 

・火気の取扱い 

薬品、ライター等の火気の持ち込みはできません。 

・設備・備品の利用 

当施設の設備・備品を使用する権利を有します。過失が認められる破損等につきまし

ては賠償責任が発生することがあります。 

・所持品・備品等の持ち込み 

紛失防止のためにフルネームで記名してください。 

・金銭・貴重品の管理 

金銭・貴重品の持ち込みは、原則禁止いたします。施設内での紛失・損傷等トラブル

について当施設は一切責任を負いません。 

・外泊時等の施設外での受診  

当施設の主治医の紹介状が必要となります。施設外での受診に関しては受診前に必ず

当施設へご一報ください。 

・ペットの持ち込み 

お断りしております。 

  ・その他 

  営利行為、特定の政治活動、あらゆる宗教・宗派の布教活動及び流布は禁止します。

それに付随する金銭の授受についても当施設は一切責任を負いません。 

 

５．非常災害対策 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、屋内消火栓、避難階段、非常通報装置 

・防災訓練  年１２回 

 

６．苦情処理体制の手順 

相談や苦情に対応する常設の窓口を設置、担当者を配置、担当者不在の場合は代行職員が

対応、基本的な事項は他の職員が誰でも対応できるよう指導するとともに、相談及び苦情の

内容を必ず担当者へ引き継ぎ、迅速な対応ができるよう配慮を行います。   

 

 苦情受付窓口  ：支援相談員 木下 知江 

 苦情解決責任者 ：事務課長  堤 貴士 

 受付時間    ：２４時間 

 電話番号    ：０９５６－３２－３８００ 

   

７．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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＜別紙２＞ 重要事項説明書 

 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）について 

（令和６年６月１日現在） 

 

１．介護保険証の確認 

ご利用のお申込みに当たり、ご利用希望者の介護保険証・負担割合証を確認させていただ 

きます。 

 

２．短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防短期入所療養介

護にあっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス（介

護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下に

おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養

生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されま

す。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によ

って、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画が作成されますが、その際、利

用者・利用者の後見人、利用者の家族、身元引受人等の希望を十分に取り入れ、また、計画

の内容について説明、同意をいただいた上書類を交付いたします。 

 

３．利用料金 

（１）短期入所療養介護の基本料金（負担割合：１割の場合） 

  施設利用料 

 

■在宅強化型（1 日につき） 

              多床室（ⅳ）      従来型個室（ⅱ） 

  ・要介護１         ９０２円       ８１９円 

  ・要介護２         ９７９円       ８９３円 

  ・要介護３       １，０４４円       ９５８円 

  ・要介護４       １，１０２円     １，０１７円 

  ・要介護５       １，１６１円     １，０７４円 

                               

＊ 夜勤職員配置加算       ２４円 夜間における手厚い職員配置等に対する評価 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２２円 介護従事者専門性や配置状況等に対する評価 

＊ 送迎加算          １８４円 ご自宅までの送迎を行なった場合（片道につき） 

＊ 認知症ケア加算        ７６円 認知症専門棟入所の場合 

＊ 個別リハ実施加算      ２４０円 １日２０分以上の個別リハビリ 

＊ 療養食加算           ８円 症状に合わせた食事提供(1 日３回を限度) 

＊ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

                 ５１円 在宅強化型の要件を満たした場合 

＊ 認知症行動・心理症状緊急対応加算   認知症・心理症状による在宅生活が困難となら 

 ２００円 れた方の緊急入所の場合（７日を上限） 

＊ 若年性認知症利用者受入加算 １２０円 ６５歳未満の若年性認知症の方への介護サー 

ビスの提供 

＊ 緊急短期入所受入対応加算   ９０円 緊急利用者の受入を行った場合（14 日を上限） 

＊ 総合医学管理加算      ２７５円 医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を

行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行っ
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た場合（１０日を上限） 

＊ 重度療養管理加算      １２０円 要介護度４または５であって、手厚い医療が 

必要である方の受入を行った場合 

  ＊ 口腔連携強化加算       ５０円 口腔衛生状態や口腔機能の評価を行い、歯科医 

療機関やケアマネジャーへ情報提供した場合 

＊ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００円 介護サービスの質の向上その他の生産性に 

            （Ⅱ）  １０円 関する取り組み 

＊ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数に７５／１０００を乗じた額を加算 

＊ ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をい

ただきます｡ 

 

（２）介護予防短期入所療養介護の基本料金（負担割合：１割の場合） 

施設利用料 

 

■在宅強化型（１日につき） 

       多床室（ⅳ）      従来型個室（ⅱ） 

  ・要支援１         ６７２円              ６３２円 

  ・要支援２         ８３４円       ７７８円 

 

＊ 夜勤職員配置加算       ２４円 夜間における手厚い職員配置等に対する評価 

＊ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）２２円 介護従事者専門性や配置状況等に対する評価 

＊ 送迎加算          １８４円 ご自宅までの送迎を行なった場合（片道につき） 

＊ 個別リハ実施加算      ２４０円 １日２０分以上の個別リハビリ 

＊ 療養食加算           ８円 症状に合わせた食事提供（１日３回を限度） 

＊ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

                 ５１円 在宅強化型の要件を満たした場合 

＊ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 

 ２００円 認知症・心理症状による在宅生活が困難とな

られた方の緊急入所の場合（７日を限度） 

＊ 若年性認知症利用者受入加算 １２０円 ６５歳未満の若年性認知症の方への介護 

サービスの提供 

＊ 総合医学管理加算      ２７５円 医師が診療計画に基づき必要な診療、検査等を

行い、退所時にかかりつけ医に情報提供を行っ

た場合（１０日を上限） 

＊ 口腔連携強化加算       ５０円 口腔衛生状態や口腔機能の評価を行い、歯科医 

療機関やケアマネジャーへ情報提供した場合 

＊ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００円 介護サービスの質の向上その他の生産性に 

            （Ⅱ）  １０円 関する取り組み 

 

＊ 介護職員処遇改善等加算（Ⅰ）     所定単位数に７５／１０００を乗じた額を加算 

＊ ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は､別途料金をい

ただきます｡ 

 

（３）その他の料金 

① 食費 ／1 日＊  ・朝食 430 円 ・昼食 560 円 ・おやつ 50 円 ・夕食 560 円   

   （ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されてい

る食費の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。） 
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② 滞在費（療養室の利用費）／１日＊ 

    ・従来型個室     １，７３０円 

    ・多床室         ４５０円 

   （ただし、滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されて

いる滞在費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。） 

＊上記①「食費」及び②「滞在費」において、国が定める負担限度額段階（第１段階から

３段階まで）の利用者の自己負担額については、別添資料をご覧ください。 

③ 理美容代   実費（１，５００円～４，０００円程度。別途資料をご覧ください。） 

④ クラブ活動費 実費 

⑤ その他（利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費等）は、別途資料をご覧く

ださい。 

 

（４）支払い方法 

・ 毎月１１日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の３０日までにお支払い

ください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・ お支払い方法は、現金、銀行振込、口座振替の３方法があります。 
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＜別紙３＞ 重要事項説明書 

個人情報の利用目的 
（平成１８年４月１日現在） 

 

介護老人保健施設長寿苑では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かり

している個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔介護老人保健施設内部での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 －入退所等の管理 

 －会計・経理 

 －事故等の報告 

 －当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 －利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、 照会への回答 

 －利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 －検体検査業務の委託その他の業務委託 

 －家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

 －保険事務の委託 

 －審査支払機関へのレセプトの提出 

 －審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 －当施設において行われる学生の実習への協力 

 －当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

・当施設の管理運営業務のうち 

 －外部監査機関への情報提供 

 


